
高年齢者雇用安定法Ｑ＆Ａ（厚労省）法法法法改改改改正正正正

高年齢者雇用安定法の一部が改正され、平成25年４月

１日から施行されます。今回の改正は定年から年金受給

開始までの間の雇用確保を目的としており、「定年に達

した人を引き続き雇用する『継続雇用制度』の対象者を

労使協定で限定できる仕組みの廃止」などを内容として

います（定年の65歳への引上げを義務付けるものではあ

りません）。厚生労働省ウェブサイトに４２項目にわた

る詳細なＱ＆Ａが公開されましたので、主な内容を紹介

してまいります。

「高年齢者雇用安定法Ｑ＆Ａ」

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/dl/qa.p

df

ＱＱＱＱ１１１１‐‐‐‐１１１１．．．．改改改改正正正正後後後後のののの継継継継続続続続雇雇雇雇用用用用制制制制度度度度でででではははは希希希希望望望望者者者者全全全全員員員員をををを雇雇雇雇用用用用ししししなななな

けけけけれれれればばばばななななららららなななないいいいののののかかかか？？？？

平成25年３月末までに労使協定により継続雇用制度の

対象者を限定する基準を定めていた場合、「経過措置」

として下表の年齢以上の者に継続雇用制度の対象者を限

定する基準を定めることができます。

なお就業規則に定める解雇事由又は退職事由（年齢に

係るものを除く）に該当する場合には、継続雇用しない

ことができます（客観的に合理的な理由があり、社会通

念上相当であることが求められます）。

ＱＱＱＱ１１１１‐‐‐‐２２２２．．．．当当当当分分分分、、、、66660000歳歳歳歳にににに達達達達すすすするるるる従従従従業業業業員員員員ががががいいいいななななくくくくとととともももも継継継継続続続続雇雇雇雇用用用用制制制制

度度度度等等等等導導導導入入入入ししししななななけけけけれれれればばばばななななららららなななないいいいののののかかかか？？？？

改正法は65歳定年制・継続雇用制度の導入等、「高年

齢者雇用確保措置」を講じることを義務付けています。

これらの制度が導入されない場合、公共職業安定所を通

じて実態を調査し、必要に応じて、助言、指導、勧告、

企業名の公表が行われることとなります。

ＱＱＱＱ１１１１‐‐‐‐９９９９．．．．企企企企業業業業とととと本本本本人人人人のののの間間間間でででで時時時時間間間間・・・・賃賃賃賃金金金金ななななどどどど条条条条件件件件がががが合合合合意意意意ででででききききずずずず、、、、

継継継継続続続続雇雇雇雇用用用用をををを拒拒拒拒否否否否ししししたたたた場場場場合合合合はははは法法法法違違違違反反反反ととととななななるるるるののののかかかか？？？？

事業主の合理的な裁量の範囲の条件が提示されていれ

ば、法違反となりません。

ＱＱＱＱ２２２２‐‐‐‐１１１１．．．．従従従従来来来来のののの継継継継続続続続雇雇雇雇用用用用ににににつつつついいいいてててて就就就就業業業業規規規規則則則則にににに定定定定めめめめてててていいいいるるるるがががが、、、、

就就就就業業業業規規規規則則則則のののの変変変変更更更更はははは必必必必要要要要かかかか？？？？

Ｑ１‐１のとおり、基準を適用できる年齢が段階的に

引上げられることになったため、変更が必要です。

ＱＱＱＱ２２２２‐‐‐‐３３３３．．．．「「「「経経経経過過過過措措措措置置置置」」」」のののの労労労労使使使使協協協協定定定定をををを定定定定めめめめたたたたととととききききはははは労労労労働働働働基基基基準準準準監監監監

督督督督署署署署にににに届届届届けけけけ出出出出るるるる義義義義務務務務ははははああああるるるるののののかかかか？？？？

「常時１０人以上の労働者を使用する使用者」に該当

するときは、労使協定により基準を策定した旨を就業規

則に定め、就業規則の変更を管轄の労働基準監督署に届

け出る必要があります。労使協定そのものは届け出る必

要はありません。

ＱＱＱＱ３３３３‐‐‐‐２２２２．．．．既既既既にににに継継継継続続続続雇雇雇雇用用用用のののの対対対対象象象象者者者者のののの基基基基準準準準をををを定定定定めめめめてててていいいいたたたた場場場場合合合合、、、、

そそそそのののの基基基基準準準準ををををそそそそののののまままままままま運運運運用用用用すすすするるるるここここととととははははででででききききるるるるかかかか？？？？

前出の表の年齢以上の者のみを対象に運用する場合差

し支えありません。

ＱＱＱＱ４４４４‐‐‐‐２２２２．．．．「「「「経経経経過過過過措措措措置置置置」」」」のののの継継継継続続続続雇雇雇雇用用用用のののの対対対対象象象象者者者者のののの基基基基準準準準ととととししししてててて「「「「会会会会

社社社社がががが必必必必要要要要とととと認認認認めめめめるるるる者者者者」」」」「「「「上上上上司司司司のののの推推推推薦薦薦薦ののののああああるるるる者者者者」」」」はははは認認認認めめめめらららられれれれるるるる

かかかか？？？？

基準を定めていないことに等しく、公共職業安定所に

おいて必要な報告徴収が行われるとともに、個々の事例

の実態に応じて、助言・指導、勧告、企業名の公表の対

象となります（具体的・客観的で従業員側も予見可能な

基準である必要があります）。
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【１２月の主な人事労務情報】

① 申告書、証明書などの資料の回収が終わり、添付漏

れや記入漏れ等を確認のうえ、計算に着手します。今

年は生命保険料控除などの変更がありました。国税庁

ホームページでパンフレット等入手できますので、参

考になさってみてください。

【事務所からのお知らせ】

今般、しおざわ労働法務事務所は、顧客様に安心し

して個人情報をお預けいただけるよう「社会保険労務

士個人情報保護事務所認証制度（ＳＲＰ認証制度）」

の審査を受け、「ＳＲＰ認証事務所（認証番号121387

号：平成24年12月～28年3月）」として認証されまし

たのでお知らせします。当事務所では、今後も一層個

人情報保護の意識を高め、適正な取扱に努めてまいり

ます。

〔〔〔〔ＳＳＳＳＲＲＲＲＰＰＰＰ認認認認証証証証制制制制度度度度〕〕〕〕

ＳＲＰ（ShakaihokenRoumushiPrivacy）認証制度は、

社会保険労務士事務所の『信用・信頼』の証です。社

会保険労務士は、社会保険労務士法第21条において守

秘義務が課されております。ＳＲＰ制度は平成17年の

個人情報保護法施行など社会的な個人情報保護の要請

を受け、全国社会保険労務士会連合会による独自の個

人情報の保護制度として創設されました。審査を通じ

当該社会保険労務士事務所において個人情報保護体制

が適正に運用されていることを証するもので、更新制

となっています。

H25.4.1～H28.3.31 61歳

H28.4.1～H31.3.31 62歳

H31.4.1～H34.3.31 63歳

H34.4.1～H37.3.31 64歳


